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民間企業の障害者実雇用率

～都道府県別

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇

用率）以上の障害者を雇用すること

奈良労働局（局長 荒川 あや子）

知的障害者及び精神障害者（以下「障害者」という。）の雇用状況について

などに報告を求めており、今般、

の集計結果をとりまとめました。

なお、平成 25 年 4 月 1 日から法定雇用率が改定され

い事業主の規模が、下記参考のとおり

＜参考＞

民間企業

国、地方公共団体等

都道府県等の教育委員会

※ 雇用しなければならない障害者数の算定については、短時間労働者を
当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難と認められる職種が相当の割合を占める業種について定めら
れた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

法定雇用率の改定においては「労働者（失業中の人も含む）の総数に占める身体障害者・知的障害

者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも

して政令で定めるとしており、今回の法定雇用率の改定は、同法の規定に基づくもので

【集計結果の主なポイント】

＜民間企業＞（法定雇用率 2.0%

・雇用障害者数は 1,761.5

・実雇用率は 2.22%と前年より

・法定雇用率達成企業の割合は

＜公的機関＞（同 2.3%、都道府県などの教育委員会は

・県及び市町村 ：雇用障害者数は

・県下教育委員会：雇用障害者数は

障害者実雇用率は、全国平均を上回る 2.22

都道府県別としては昨年と同様、全国 3 位を維持～

促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇

ことを義務づけています。

あや子）では、同法に基づき、毎年 6 月 1 日現在における身体障害者、

知的障害者及び精神障害者（以下「障害者」という。）の雇用状況について、

などに報告を求めており、今般、民間企業や公的機関などにおける、平成 25 年の「障害者雇用状況」

結果をとりまとめました。

日から法定雇用率が改定され、それに伴い障害者を雇用しなければならな

のとおり改正となりました。

法定雇用率
障害者を雇用しなければ

ならない事業主の

1.8% ⇒ 2.0% 56 人以上

2.1% ⇒ 2.3% 48 人以上

2.0% ⇒ 2.2% 50 人以上

の算定については、短時間労働者を 0.5 人としてカウントし、計上された労働者数から除外率相
当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難と認められる職種が相当の割合を占める業種について定めら
れた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

おいては「労働者（失業中の人も含む）の総数に占める身体障害者・知的障害

者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも 5 年ごとに、この割合の推移を考慮

して政令で定めるとしており、今回の法定雇用率の改定は、同法の規定に基づくもので

2.0%）

1,761.5 人と前年より 110.5 人増加

と前年より 0.07 ポイント上昇

・法定雇用率達成企業の割合は 55.8%と前年より 3.5 ポイント減少

、都道府県などの教育委員会は 2.2%）

：雇用障害者数は 388.0 人、実雇用率は 2.41%

・県下教育委員会：雇用障害者数は 167.5 人、実雇用率は 2.20％

奈良労働局職業安定部職業対策課

課

高齢・障害者雇用対策係長

TEL:0742-32-0209

2.22％

促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇

日現在における身体障害者、

、雇用義務のある事業主

年の「障害者雇用状況」

それに伴い障害者を雇用しなければならな

障害者を雇用しなければ

ならない事業主の規模

⇒ 50 人以上

⇒ 43.5 人以上

⇒ 45.5 人以上

人としてカウントし、計上された労働者数から除外率相
当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難と認められる職種が相当の割合を占める業種について定めら

おいては「労働者（失業中の人も含む）の総数に占める身体障害者・知的障害

年ごとに、この割合の推移を考慮

して政令で定めるとしており、今回の法定雇用率の改定は、同法の規定に基づくものです。

奈良労働局職業安定部職業対策課

課 長 桝井 照美

高齢・障害者雇用対策係長 宮本 享典

0209 FAX:0742-32-0225
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注） 特殊法人、国、県及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業における障害者雇用

率を下回らない率をもって定めることとされている。

労働者のうち、1 週間の所定労働時間が 30 時間以上の者を常用労働者とし、1 週間の所定労働時間

が 20 時間以上 30 時間未満の者を短時間労働者として計上する。

また、計上にあたり、重度身体障害者及び重度知的障害者の常用労働者については、その 1 人の雇

用をもって、2 人分の身体障害者及び知的障害者を雇用しているものとしてカウントされ、重度以外

の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者の短時間労働者については、1 人の雇用を 0.5 人分と

相当してカウントされる。

＜独立行政法人など特殊法人＞（同 2.3%）

・雇用障害者数は 36.5 人

・実雇用率は 1.43％
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＜総括＞

今年度、民間企業の法定雇用率は 1.8%から 2.0%へ引き上げとなりましたが、奈良労働局、県下各

公共職業安定所、関係各機関との連携による早期からの周知徹底、未達成企業への雇用指導及び職業

相談の徹底を行った結果、県内民間企業の雇用率は昨年に引き続き全国 3 位、法定雇用率達成企業割

合は過去最高の全国 7 位となりました。

【奈良県の障害者雇用率・法定雇用率達成企業割合】

25 年 24 年 23 年 22 年 21 年 20 年 19 年 18 年 17 年

雇用率
2.22%

【3 位】

2.15%

【3 位】

2.08%

【4 位】

2.08%

【6 位】

2.00%

【8 位】

1.85%

【10 位】

1.81%

【10 位】

1.88%

【9 位】

1.79%

【10 位】

達成企業

割合

55.8%

【7 位】

59.3%

【8 位】

55.1%

【16 位】

57.1%

【13 位】

57.7%

【12 位】

55.1%

【13 位】

55.2%

【13 位】

54.8%

【12 位】

53.9%

【9 位】

【 】内は全国順位

＜昨年との比較＞

雇用障害者数、実雇用率は昨年より上昇したものの、法定雇用率の達成企業割合は低下しました。

しかしながら、昨年ベースの集計方法（企業規模５６人以上）で今年の雇用状況報告を集計（下記

上表参照）すると、報告対象企業が 12 社増の 467 社、雇用障害者数が 89.5 人増の 1,740.5 人、実雇

用率が 0.08 ポイント増の 2.23%、法定雇用率達成企業割合が 2.6 ポイント増の 61.9%となり、障害

種別（下記下表参照）もすべてにおいて増加しています。

このことから、奈良県における障害者雇用は昨年に比べて促進されていることがわかります。

【昨年ベースで集計した場合】

企業数
算定基礎

労働者数
障害者数（合計） 実雇用率

法定雇用率

達成企業割合

467 社

（455 社）

77,928.0 人

（76,649.5 人）

1,740.5 人

（1,651.0 人）

2.23%

（2.15%）

61.9%

（59.3%）

（ ）内は平成 24 年 6 月 1 日現在の数値

【障害種別内訳（昨年ベースで集計した場合）】

障害者数合計
身体障害者

合計
重度障害者

(常用労働者)

重度障害者以外

(常用労働者)

重度障害者

(短時間労働者)

重度障害者以外

(短時間労働者)

1,740.5 人

（1,651.0 人）

1,007.0 人

（975.5 人）

243 人

（239 人）

444 人

（432 人）

45 人

（37 人）

64 人

（57 人）

知的障害者

合計
重度障害者

(常用労働者)

重度障害者以外

(常用労働者)

重度障害者

(短時間労働者)

重度障害者以外

(短時間労働者)

663.5 人

（612.5 人）

142 人

（152 人）

316 人

（255 人）

21 人

（16 人）

85 人

（75 人）

精神障害者

合計 常用労働者 短時間労働者

70.0 人

（63.0 人）

58 人

（53 人）

24 人

（20 人）

（ ）内は平成 24 年 6 月 1 日現在の数値

※ 「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、計算上「重度障害者（1 週間の所定労働時間が 30 時間以

上）」については、1 人を 2 人分と相当するものとしてダブルカウントされ、「重度以外の障害者及び精神障害者である短時間労働者」

については、1 人を 0.5 人分に相当するものとして 0.5 カウントされる。
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また、障害者雇用状況の推移をみる

ては平成 18 年以降毎年超えている結果となって

【障害者雇用の推移】

※ 民間企業における法定雇用率について、昭和

年までは 1.8%、平成 25 年から 2.0%となっている

※ 障害者の数は次に掲げる者の合計数である

昭和 62 年度まで 身体障害者
（重度身体障害者はダブルカウント

昭和 63 年度以降 身体障害者
（重度身体障害者はダブルカウント
知的障害者

平成 5 年度以降 身体障害者
（重度身体障害者はダブルカウント

知的障害者
（重度知的障害者はダブルカウント
重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者

みると、奈良県の実雇用率は常に全国平均を上回り、法定雇用率に対し

年以降毎年超えている結果となっています。

昭和 62 年までは 1.5%、昭和 63 年から平成 10 年までは 1.6%

となっている。

である。

はダブルカウント）
平成 18 年度以降 身体障害者

（重度身体障害者はダブルカウント
知的障害者

（重度知的障害者はダブルカウント
重度身体障害者である
重度知的障害者である

精神障害者
精神障害者である短時間労働者

はダブルカウント）

はダブルカウント）

はダブルカウント）
短時間労働者

短時間労働者

平成 23 年度以降 身体障害者
（重度身体障害者はダブルカウント
知的障害者

（重度知的障害者はダブルカウント
重度身体障害者である
重度知的障害者である

精神障害者
精神障害者である短時間労働者
身体障害者である短時間労働者

知的障害者である短時間労働者

全国平均を上回り、法定雇用率に対し

1.6%、平成 11 年から平成 24

はダブルカウント）

はダブルカウント）
である短時間労働者
である短時間労働者

短時間労働者は 0.5 人でカウント

はダブルカウント）

はダブルカウント）
である短時間労働者
である短時間労働者

短時間労働者は 0.5 人でカウント
短時間労働者は 0.5 人でカウント

短時間労働者は 0.5 人でカウント
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【概要】

１．民間企業における雇用状況

○ 実雇用率、雇用されている障害者の数

法定雇用率 2.0%が適用される一般の民間企業（常用労働者数 50 人以上規模企業）数は 496 社（前

年は 455 社）となり、雇用されている障害者数は 1,761.5 人（同 1,651.0 人）で、着実に増加してい

ます。

奈良県の実雇用率は 2.22%で、前年（2.15%）を上回る数値となり、全国の実雇用率 1.76%より 0.46

ポイント高くなっています。

また、雇用されている身体障害者は 1,025.0 人（前年は 975.5 人）、知的障害者は 665.5 人（同 612.5

人）、精神障害者は 71.0 人（同 63.0 人）となっています。

○ 法定雇用率達成状況

調査対象企業 496 社のうち、法定雇用率を達成している企業は 277 社で、前年より 7 社増加して

いますが、雇用率達成企業の割合は 55.8%と、前年（59.3%）より 3.5 ポイント低くなっています。

○ 企業規模別の状況

企業規模別にみた実雇用率では、50~100 人未満規模（3.39%）、300~500 人未満規模（2.07%）

で法定雇用率を上回っていますが、100~300 人未満規模（1.83%）、500~1,000 人未満規模（1.85%）、

1,000 人以上規模（1.89%）で法定雇用率に達していません。

○ 産業別の状況

産業別にみた実雇用率では、製造業（2.12%）、金融，保険業（2.05%）、生活関連サービス業，

娯楽業（6.29%）、医療，福祉業（2.47%）、サービス業（3.68%）で法定雇用率を上回っています

が、建設業（0.96%）、電気・ガス・熱供給・水道業（0.00%）、情報通信業（1.20%）、運輸業，

郵便業（1.77%）、卸売業，小売業（1.56%）、不動産業，物品賃貸業（1.85%）、学術研究，専門

・技術サービス業（0.73%）、宿泊業，飲食サービス業（1.87%）、教育，学習支援業（1.19%）及

び複合サービス業（1.70%）で法定雇用率に達していません。

☆ 実雇用率は、2.22% 前年より 0.07 ポイント増加

☆ 雇用障害者数は、1,761.5 人 前年より 110.5 人増加

身体障害者は、1,025.0 人 前年より 49.5 人増加

知的障害者は、665.5 人 前年より 53.0 人増加

精神障害者は、71.0 人 前年より 8.0 人増加

☆ 雇用率達成企業の割合は、55.8% 前年より 3.5 ポイント減少

☆ 報告企業は、496 社 前年より 41 社増加
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２．県及び市町村等の機関における在職状況

国及び地方公共団体の機関は、障害者を率先垂範して雇用すべき立場にあることから、民間企業よ

りも高い雇用率が定められています。

県内の地方公共団体における在職状況については、法定雇用率 2.3%が適用される機関（職員数 43.5

人以上規模の機関）では、実雇用率 2.41%（前年は 2.26%）で、報告対象 41 機関のうち、未達成機

関は 5 機関となっており、在職している障害者は、身体障害者が 364.0 人、知的障害者が 16.0 人、

精神障害者が 8.0 人となっています。

また、法定雇用率 2.2%が適用される機関（職員数 45.5 人以上規模の機関）では、実雇用率 2.20%

（前年は 2.01%）で、報告対象 2 機関ともに達成しており、在職している障害者は、身体障害者が

165.5 人、知的障害者が 1.0 人、精神障害者が 1.0 人となっています。

３．特殊法人における雇用状況

法定雇用率 2.3%が適用される一定の特殊法人（常用労働者数 43.5 人以上規模の法人）については、

実雇用率が 1.43%（前年は 1.50%）となっており、在職している障害者は、身体障害者が 35.5 人、

知的障害者が 0 人、精神障害者が 1.0 人となっています。

法定雇用率 2.3%が適用される機関（県及び市町村機関）

☆ 実雇用率は、2.41% 前年より 0.15 ポイント増加

☆ 雇用障害者数は、388.0 人 前年より 32.5 人増加

法定雇用率 2.2%が適用される都道府県等の教育機関

☆ 実雇用率は、2.20% 前年より 0.19 ポイント増加

☆ 雇用障害者数は、167.5 人 前年より 11.5 人増加

☆ 実雇用率は、1.43% 前年より 0.07 ポイント減少

☆ 雇用障害者数は、36.5 人 前年より 1.0 人減少
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＜資料＞

１ 民間企業における障害者雇用状況
(1) 概況

企業数 障害者の数 実雇用率

企業 人 %

496 1,761.5 2.22

(455) (1,651.0) (2.15)

※（ ）内は平成24年6月1日現在の数値

注

(2) 障害者別雇用状況 （人）

重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外

(常用労働者) (常用労働者) (短時間労働者) (短時間労働者) (常用労働者) (常用労働者) (短時間労働者) (短時間労働者)

1,761.5 1,025.0 247 454 45 64 142 318 21 85 71.0 59 24

(1,651.0) (975.5) (239) (432) (37) (57) (152) (255) (16) (75) (63.0) (53) (20)

※（ ）内は平成24年6月1日現在の数値

注1 . 「障害者数合計」は「身体障害者計」、「知的障害者計」及び「精神障害者計」の合計であり、資料１－(1)概況の「障害者の数」に対応している。

2 . 「常用労働者」とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者であり、「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、30時間未満の労働者である。

3 . 計算上「重度障害者（常用労働者）」については、1人を2人分と相当するものとしてカウントされ、「身体障害者」及び「知的障害者」の「重度障害者以外（短時間労働者）」並びに「精神障害
者」である「短時間労働者」については、1人を0.5人分に相当するものとして0.5カウントされる。

[2.0%]

短時間労働者常用労働者
精神障害者計身体障害者計

障害者数
合計

民間企業

(612.5)

665.5

知的障害者計

「法定雇用障害者数の算定基礎となる労働者数」とは、計上された労働者数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困
難と認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

(76,649.5)

79,440.5

人

法定雇用障害者数の
算定基礎となる労働者数

[2.0%]

民間企業

(59.3)

55.8

%

法定雇用率
達成企業の割合
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(3) 企業規模別概況

企業数 障害者の数 実雇用率

企業 人 %

496 1,761.5 2.22

(455) (1,651.0) (2.15)

246 597.0 3.39

(204) (555.5) (3.63)

194 551.5 1.83

(198) (515.0) (1.68)

29 205.0 2.07

(25) (166.5) (1.98)

20 206.0 1.85

(21) (216.5) (1.88)

7 202.0 1.89

(7) (197.5) (1.84)

※（ ）内は平成24年6月1日現在の数値

(4) 障害者別雇用状況 （人）

重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外

(常用労働者) (常用労働者) (短時間労働者) (短時間労働者) (常用労働者) (常用労働者) (短時間労働者) (短時間労働者)

1,761.5 1,025.0 247 454 45 64 142 318 21 85 71.0 59 24

(1,651.0) (975.5) (239) (432) (37) (57) (152) (255) (16) (75) (63.0) (53) (20)

597.0 208.5 47 102 4 17 102 146 8 32 14.5 11 7

(555.5) (194.5) (39) (103) (6) (15) (118) (97) (3) (25) (12.5) (11) (3)

551.5 375.0 83 164 30 30 23 88 7 30 20.5 17 7

(515.0) (356.0) (82) (155) (23) (28) (15) (83) (10) (30) (21.0) (18) (6)

205.0 124.5 26 62 6 9 6 38 5 21 15.0 11 8

(166.5) (100.0) (23) (50) (2) (4) (6) (33) (2) (18) (10.5) (7) (7)

206.0 139.5 34 65 4 5 10 35 1 1 10.0 9 2

(216.5) (151.0) (39) (64) (5) (8) (10) (33) (1) (1) (11.0) (9) (4)

202.0 177.5 57 61 1 3 1 11 0 1 11.0 11 0

(197.5) (174.0) (56) (60) (1) (2) (3) (9) (0) (1) (8.0) (8) (0)

※（ ）内は平成24年6月1日現在の数値

注1 . 「障害者数合計」は「身体障害者計」、「知的障害者計」及び「精神障害者計」の合計であり、資料１－(3)企業規模別概況の「障害者の数」に対応している。

2 . 「常用労働者」とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者であり、「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、30時間未満の労働者である。

3

56.5

(59.3)

55.8

%

法定雇用率
達成企業の割合

65.5

(138.0)

156.0

(348.5)

374.0

(15.5)

13.5

(54.5)

56.5

(56.0)

. 計算上「重度障害者（常用労働者）」については、1人を2人分と相当するものとしてダブルカウントされ、「身体障害者」及び「知的障害者」の「重度障害者以外（短時間労働者）」並びに「精神
障害者」である「短時間労働者」については、1人を0.5人分に相当するものとして0.5カウントされる。

100～ 30,120.0

300人未満 (30,713.5)

1,000人以上

1,000人未満 (11,493.5)

10,710.5

(10,727.5)

300～ 9,898.0

500人未満 (8,401.5)

500～ 11,108.0

短時間労働者

50～

100人未満

常用労働者

法定雇用障害者数の
算定基礎となる労働者数

人

50～ 17,604.0

79,440.5

(76,649.5)
計

(612.5)

665.5

知的障害者計
障害者数

合計
身体障害者計 精神障害者計

100人未満 (15,313.5)

(71.4)

42.9

(61.9)

60.0

(44.0)

41.4

(59.1)

57.2

(60.8)

1,000人以上

計

300人未満

300～

500人未満

500～

1,000人未満

100～
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(5) 産業別概況

企業数 障害者の数 実雇用率
法定雇用率

達成企業の割合

企業 人 % %

496 1,761.5 2.22 55.8

(455) (1,651.0) (2.15) (59.3)

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

9 13.0 0.96 22.2

(6) (13.0) (1.13) (33.3)

150 482.0 2.12 69.3

(140) (429.0) (1.91) (70.0)

1 0.0 0.00 0.0

(1) (0.0) 0.00 (0.0)

5 6.0 1.20 20.0

(5) (6.0) (1.11) (20.0)

22 59.5 1.77 54.5

(17) (49.5) (1.64) (47.1)

70 157.5 1.56 45.7

(70) (164.0) (1.51) (52.9)

6 84.0 2.05 83.3

(6) (80.5) (2.00) (83.3)

9 26.0 1.85 66.7

(5) (7.0) (1.46) (60.0)

6 3.0 0.73 33.3

(5) (6.0) (1.63) (40.0)

17 60.5 1.87 52.9

(14) (31.0) (1.47) (57.1)

20 116.0 6.29 35.0

(17) (103.0) (6.00) (64.7)

16 33.0 1.19 25.0

(17) (39.0) (1.25) (41.2)

130 506.5 2.47 56.2

(114) (497.0) (2.62) (57.0)

1 39.0 1.70 0.0

(1) (39.0) (1.77) (100.0)

34 175.5 3.68 58.8

(37) (187.0) (3.40) (59.5)

※（ ）内は平成24年6月1日現在の数値

サービス業
4,767.0

(5,495.5)

医療,福祉
20,490.0

(18,992.5)

複合サービス業
2,289.5

(2,206.0)

生活関連サービス業,娯楽業
1,843.5

(1,717.0)

教育,学習支援業
2,778.0

(3,131.5)

学術研究,
専門・技術サービス業

413.5

(369.0)

宿泊業,飲食サービス業
3,242.5

(2,106.5)

金融業,保険業
4,088.5

(4,026.5)

不動産業,物品賃貸業
1,406.5

(478.5)

運輸業,郵便業
3,360.5

(3,019.0)

卸売業,小売業
10,068.0

(10,864.0)

電器・ガス・
熱供給・水道業

125.0

(126.0)

情報通信業
498.5

(538.5)

建設業
1,352.0

(1,148.0)

製造業
22,717.5

(22,431.0)

農,林,漁業
-

-

鉱業,採石業,
砂利採取業

-

-

法定雇用障害者数の
算定基礎となる労働者数

人

計

79,440.5

(76,649.5)
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(6) 障害者雇用状況の推移

平成 15 年 1,023 26 247,093 809 1.8% 1.82 0.05 1.48 0.01 56.5 0.8 42.5

16 1,052 29 257,939 10,846 1.8% 1.76 △ 0.06 1.46 △ 0.02 52.1 △ 4.4 41.7 △ 0.8

17 1,074 22 269,066 11,127 1.8% 1.79 0.03 1.49 0.03 53.9 1.8 42.1 0.4

18 1,103.5 29.5 283,750.5 14,684.5 1.8% 1.88 0.09 1.52 0.03 54.8 0.9 43.4 1.3

19 1,147.0 43.5 302,716.0 18,965.5 1.8% 1.81 △ 0.07 1.55 0.03 55.2 0.4 43.8 0.4

20 1,180.0 33.0 325,603.0 22,887.0 1.8% 1.85 0.04 1.59 0.04 55.1 △ 0.1 44.9 1.1

21 1,300.0 120.0 332,811.5 7,208.5 1.8% 2.00 0.15 1.63 0.04 57.7 2.6 45.5 0.6

22 1,367.5 67.5 342,973.5 10,162.0 1.8% 2.08 0.08 1.68 0.05 57.1 △ 0.6 47.0 1.5

23 1,566.5 199.0 366,199.0 23,225.5 1.8% 2.08 0.00 1.65 △ 0.03 55.1 △ 2.0 45.3 △ 1.7

24 1,651.0 84.5 382,363.5 16,164.5 1.8% 2.15 0.07 1.69 0.04 59.3 4.2 46.8 1.5

25 1,761.5 110.5 408,947.5 26,584.0 2.0% 2.22 0.07 1.76 0.07 55.8 △ 3.5 42.7 △ 4.1

( 1,740.5 ) ( 89.5 ) ( 403,237.5 ) ( 20,874.0 ) ( 2.23 ) ( 0.08 ) ( 1.76 ) ( 0.07 ) ( 61.9 ) ( 2.6 ) ( 43.3 ) ( △ 3.5 )

法定
雇用率
（％）

全国奈良県

雇用障害者の数（人）

対前年増減対前年増減対前年増減対前年増減対前年増減対前年増減

全国奈良県

法定雇用率達成企業の割合（％）

全国奈良県

実雇用率（％）

△

注1

障害者の数とは、次に掲げる者の合計である。
～平成17年 平成23年～

・身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） ・身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
・知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） ・知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
・重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者 ・精神障害者

平成18年～
・身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
・知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
・精神障害者
・重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者
（精神障害者で短時間労働者は0.5カウント）

注2

（ ）内は、前年度の改正前の制度に基づいて計算した場合の数値である。

・重度身体障害者、重度知的障害者、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短
時間労働者（重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者は0.5カウン
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２ 地方公共団体における在職状況
(1) 概況

企業数 障害者の数 実雇用率

機関 人 %

41 388.0 2.41

(41) (365.5) (2.26)

機関 人 %

2 167.5 2.20

(2) (156.0) (2.01)

※（ ）内は平成24年6月1日現在の数値

注1 ． 法定雇用率2.２%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

2

(2) 障害者別雇用状況 （人）

重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外

(常勤職員) (常勤職員) (短時間職員) (短時間職員) (常勤職員) (常勤職員) (短時間職員) (短時間職員)

388.0 364.0 100 161 1 4 1 14 0 0 8.0 8 0

(365.5) (340.5) (90) (159) (0) (3) (2) (14) (0) (0) (7.0) (7) (0)

167.5 165.5 39 85 0 5 0 1 0 0 1.0 1 0

(156.0) (155.0) (31) (91) (0) (4) (0) (1) (0) (0) (0.0) (0) (0)

※（ ）内は平成24年6月1日現在の数値

注1 . 「障害者数合計」は「身体障害者計」、「知的障害者計」及び「精神障害者計」の合計であり、資料２－(1)概況の「障害者の数」に対応している。

2 . 「常勤職員」とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者であり、「短時間職員」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、30時間未満の労働者である。

3

法定雇用率
達成企業の割合

100.0

%

(87.8)

87.8

%

法定雇用障害者数の
算定基礎となる労働者数

地方公共団体 人

[2.3%] 16,105.0

地方公共団体

[2.3%]

(16,148.5)

教育委員会 人

[2.2%] 7,613.5

． 「法定雇用障害者数の算定基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した
除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

[2.3%]

教育委員会

. 計算上「重度障害者（常勤職員）」については、1人を2人分と相当するものとしてダブルカウントされ、「身体障害者」及び「知的障害者」の「重度障害者以外（短時間職員）」並びに「精神障害
者」である「短時間職員」については、1人を0.5人分に相当するものとして0.5カウントされる。

(7,751.5)

障害者数
合計

身体障害者計

(1.0)

1.0

(18.0)

16.0

知的障害者計

(100.0)

精神障害者計
常勤職員 短時間職員
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３ 特殊法人における障害者雇用状況
（１） 概況

企業数 障害者の数 実雇用率

企業 人 %

4 36.5 1.43

(4) (37.5) (1.50)

※（ ）内は平成24年6月1日現在の数値

注

(2) 障害者別雇用状況 （人）

重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外 重度障害者 重度障害者以外

(常用労働者) (常用労働者) (短時間労働者) (短時間労働者) (常用労働者) (常用労働者) (短時間労働者) (短時間労働者)

36.5 35.5 7 21 0 1 0 0 0 0 1.0 1 0

(37.5) (37.5) (8) (21) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0.0) (0) (0)

※（ ）内は平成24年6月1日現在の数値

注1 . 「障害者数合計」は「身体障害者計」、「知的障害者計」及び「精神障害者計」の合計であり、資料３－(1)概況の「障害者の数」に対応している。

2 . 「常用労働者」とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者であり、「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、30時間未満の労働者である。

3

25.0

(2,501.5)

障害者数
合計

(0.0)

0.0

知的障害者計

(50.0)

特殊法人

[2.3%]

短時間労働者

特殊法人

[2.3%]

身体障害者計 精神障害者計
常用労働者

法定雇用障害者数の
算定基礎となる労働者数

人 %

法定雇用率
達成企業の割合

「法定雇用障害者数の算定基礎となる労働者数」とは、計上された労働者数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困
難と認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

2,551.5

. 計算上「重度障害者（常用労働者）」については、1人を2人分と相当するものとしてダブルカウントされ、「身体障害者」及び「知的障害者」の「重度障害者以外（短時間労働者）」並びに「精神
障害者」である「短時間労働者」については、1人を0.5人分に相当するものとして0.5カウントされる。
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４ 民間企業における都道府県別障害者雇用率・法定雇用率達成企業割合の状況

(％) (％)

全国 1.76 0.07 42.7 △ 4.1 36,413 ／ 85,314

北海道 1.85 0.07 45.6 △ 4.5 1,425 ／ 3,124

青森県 1.78 0.08 46.3 △ 1.2 385 ／ 831

岩手県 1.87 0.08 49.6 △ 2.6 447 ／ 902

宮城県 1.71 0.08 43.0 △ 3.4 576 ／ 1,339

秋田県 1.67 0.11 51.1 △ 0.2 339 ／ 664

山形県 1.79 0.15 50.3 △ 2.1 421 ／ 837

福島県 1.69 0.05 46.6 △ 1.8 565 ／ 1,213

茨城県 1.66 0.07 47.4 △ 4.0 641 ／ 1,351

栃木県 1.68 0.09 46.2 △ 3.3 485 ／ 1,049

群馬県 1.73 0.14 48.1 0.3 609 ／ 1,267

埼玉県 1.71 0.09 39.9 △ 4.0 1,077 ／ 2,702

千葉県 1.71 0.08 44.3 △ 4.6 898 ／ 2,026

東京都 1.72 0.06 28.4 △ 5.3 5,008 ／ 17,626

神奈川県 1.68 0.05 40.0 △ 5.1 1,631 ／ 4,077

新潟県 1.65 0.06 44.7 △ 2.9 734 ／ 1,643

富山県 1.80 0.09 54.3 △ 3.0 509 ／ 937

石川県 1.69 0.12 48.4 △ 4.2 441 ／ 912

福井県 2.27 0.00 51.3 △ 4.3 326 ／ 636

山梨県 1.70 0.01 46.3 △ 6.4 238 ／ 514

長野県 1.88 0.05 53.5 △ 7.4 787 ／ 1,472

岐阜県 1.74 0.04 49.0 △ 3.9 648 ／ 1,322

静岡県 1.72 0.07 46.0 △ 2.9 1,187 ／ 2,580

愛知県 1.68 0.07 40.6 △ 3.2 2,171 ／ 5,350

三重県 1.60 0.03 46.4 △ 3.8 459 ／ 989

滋賀県 1.81 0.03 51.8 △ 2.9 381 ／ 735

京都府 1.93 0.13 46.9 △ 2.8 745 ／ 1,588

大阪府 1.76 0.07 40.7 △ 4.2 2,822 ／ 6,942

兵庫県 1.84 0.05 47.4 △ 6.6 1,426 ／ 3,011

奈良県 2.22 0.07 55.8 △ 3.5 277 ／ 496

和歌山県 2.03 0.14 57.2 △ 3.4 309 ／ 540

鳥取県 1.77 △ 0.03 53.6 △ 3.0 211 ／ 394

島根県 1.89 0.01 57.2 △ 5.1 297 ／ 519

岡山県 1.93 0.11 47.9 △ 1.9 623 ／ 1,301

広島県 1.84 0.06 44.2 △ 4.3 887 ／ 2,007

山口県 2.33 0.05 49.6 △ 6.8 426 ／ 859

徳島県 1.78 0.10 53.3 △ 4.5 215 ／ 403

香川県 1.86 0.11 59.2 △ 0.8 449 ／ 759

愛媛県 1.73 0.02 43.9 △ 6.9 390 ／ 889

高知県 1.94 △ 0.04 54.4 △ 2.0 264 ／ 485

福岡県 1.76 0.07 45.6 △ 4.3 1,459 ／ 3,202

佐賀県 2.17 0.04 63.6 △ 5.8 335 ／ 527

長崎県 2.10 0.02 53.9 △ 3.1 491 ／ 911

熊本県 2.08 0.11 51.5 △ 2.9 573 ／ 1,112

大分県 2.15 0.05 55.0 △ 3.7 388 ／ 705

宮崎県 2.04 0.08 59.3 △ 5.9 415 ／ 700

鹿児島県 2.02 0.10 56.2 △ 3.5 591 ／ 1,051

沖縄県 2.12 0.17 53.0 △ 4.7 432 ／ 815

都道府県名

達成企業 企業全体対前年増減 対前年増減

法定雇用率達成企業割合実雇用率 法定雇用率達成企業の数
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（別記）

県及び市町村等地方公共団体・特殊法人の状況

① 法定雇用率2.3%が適用される地方公共団体

法定雇用障害者数の
算定基礎となる職員数

障害者の数 実雇用率 不足数 備考

4,350.0 100.0 2.30 0 注4

336.0 10.0 2.98 0

2,165.0 52.5 2.42 0

660.0 13.0 1.97 2.0 注4

413.0 15.0 3.63 0

760.0 19.0 2.50 0 注4

696.0 17.0 2.44 0

575.0 14.0 2.43 0 注4

427.0 10.0 2.34 0

373.0 8.0 2.14 0 注4

702.0 20.5 2.92 0 注4

402.0 9.0 2.24 0 注4

227.0 5.0 2.20 0

605.0 14.0 2.31 0 注4

207.0 6.0 2.90 0

87.0 2.0 2.30 0

146.0 3.0 2.05 0

157.0 2.0 1.27 1.0 注5

180.0 8.0 4.44 0 注4

148.0 5.0 3.38 0

81.0 1.0 1.23 0

200.0 2.0 1.00 2.0 注4

76.0 3.0 3.95 0

73.0 2.0 2.74 0

268.0 6.0 2.24 0 注4

64.0 2.0 3.13 0

345.0 7.0 2.03 0 注4

175.0 3.0 1.71 1.0 注6

111.0 3.0 2.70 0

68.0 1.0 1.47 0

53.0 1.0 1.89 0

88.0 3.0 3.40 0

55.0 1.0 1.82 0

63.0 1.0 1.59 0

66.0 1.0 1.52 0

142.0 4.0 2.82 0 注4

204.0 6.0 2.94 0

64.0 2.0 2.13 0

147.0 4.0 2.71 0

101.0 1.0 0.99 1.0

45.0 1.0 2.22 0

奈良県

大和郡山市

橿原市教育委員会

橿原市

天理市

桜井市教育委員会

桜井市

大和高田市

奈良市水道事業管理者

御所市

奈良市

奈良県警察本部

安堵町

平群町

宇陀市

葛城市

上牧町教育委員会

上牧町

河合町

斑鳩町

三郷町

葛城市教育委員会

吉野町

大淀町

高取町

十津川村

天川村

川上村

御杖村

明日香村

曽爾村

山添村

下市町

香芝市

生駒市

五條市

田原本町

三宅町

川西町

広陵町

王寺町
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② 法定雇用率2.2%が適用される県下教育委員会

法定雇用障害者数の
算定基礎となる職員数

障害者の数 実雇用率 備考

7,613.5 167.5 2.20

③ 法定雇用率2.3%が適用される特殊法人

法定雇用障害者数の
算定基礎となる職員数

障害者の数 実雇用率 備考

2,551.5 36.5 1.43 注7

注1

2

3

4 ．当該機関は、特例認定を受けている（下記一覧参照）。

5 ．斑鳩町については、平成25年7月16日現在において障害者の数3.0人、実雇用率1.91%、不足数0.0人となっている。

6 ．吉野町については、平成25年10月4日現在において障害者の数5.0人、実雇用率2.86%、不足数0.0人となっている。

7

【特定認定一覧】

適用年月日

奈良県水道局

奈良県地方労働委員会事務局

平成23年5月31日 大和高田市教育委員会

平成22年7月5日 天理市教育委員会

平成14年12月20日 大和郡山市教育委員会

平成21年8月18日 五條市教育委員会

平成15年3月17日 生駒市教育委員会

平成15年12月19日 香芝市教育委員会

平成18年3月13日 宇陀市教育委員会

平成17年7月25日 河合町教育委員会

平成16年6月28日 広陵町教育委員会

平成16年1月5日 田原本町教育委員会

平成22年5月10日 大淀町教育委員会

平成14年12月20日 十津川村教育委員会

特殊法人計（全４法人） 20.5

認定機関（A)

県下教育機関計（全２機関）

十津川村

大淀町

河合町

広陵町

田原本町

天理市

宇陀市

香芝市

大和高田市

生駒市

大和郡山市

五條市

広陵町水道局広陵町水道事業管理者

奈良県人事委員会

奈良県収用委員会事務局
平成15年4月1日奈良県

0

不足数

特例認定とは、地方公共団体の機関（A)及び人的関係が緊密である機関（B)の申請に基づき、厚生労働省の認定を受けた場合

に、当該機関（B)に勤務する職員を当該機関（A)に勤務する職員とみなすものである。

．「不足数」とは、「法定雇用障害者数の算定基礎となる職員数」に法定雇用率を乗じて得た数（1未満の端数切り捨て）から
「障害者の数」を減じて得た数であり、これが０となることをもって法定雇用率達成となる。したがって、実雇用率が法定雇用率
を下回っていても、不足数が０となる事があり、この場合法定雇用率達成となる。

．「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重
度知的障害者については、計算上1人を2人に相当するものとしてカウントされ、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神

障害者である短時間勤務職員については、計算上1人を0.5人に相当するものとしてカウントされる。

．「法定雇用障害者数の算定基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を基に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

．特殊法人全４法人のうち国立大学法人奈良女子大学については、平成25年11月1日現在において障害者の数8.5人、実雇用率

2.60%、不足数0.0人となっている。

奈良県監査委員会事務局

不足数

みなされることとなる機関（B)
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